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2021-5-6 成年後見制度利用促進専門家会議 第４回地域連携ネットワークワーキング・

グループ 

 

○上山主査 では、定刻になりましたので、ただいまから成年後見制度利用促進会議第４

回「地域連携ネットワークワーキング・グループ」を開催します。 

 委員の皆様におかれましては、大変お忙しいところお集まりいただきまして、誠にあり

がとうございます。 

 このワーキング・グループは、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、ウェ

ブ会議システムを活用しての実施としております。 

 また、傍聴席は設けず、動画配信システムでのライブ配信により、一般公開する形とし

ております。 

 まず、本日の委員の皆様の出席状況について、事務局から報告をお願いします。 

○成年後見制度利用促進室長 事務局です。厚生労働省成年後見制度利用促進室長の松﨑

です。 

 それでは、出欠状況について、参考資料１を基に御説明いたします。 

 マイクの状況が少しおかしいようですので、しばらくお待ちください。失礼いたします。 

 

（休  憩） 

 

○成年後見制度利用促進室長 失礼いたしました。 

 それでは、開始いたします。 

 参考資料１に基づきまして、出席状況を確認いたします。資料を共有いたします。 

 こちらのとおりでございます。ワーキング・グループの委員関係は、このとおりの出席

予定となっております。オブザーバー出席も御覧のとおり、関係省庁も御覧のとおりとい

う形になっております。 

 続いて、ウェブ会議における発言方法を確認いたします。発言される場合は、Zoomの「手

を挙げる」機能を使用ください。発言者は、主査から指名しますので、指名に基づき発言

をお願いします。 

 「手を挙げる」機能を使用しているにもかかわらず、発言希望の御意思が会場に伝わっ

ていないと思われる場合には、ウェブ会議システムの「チャット」機能等で会場へ御意思

をお伝えいただくことも可能です。ただし、原則としては、Zoomの「手を挙げる」機能の

使用をお願いいたします。 

 なお、チャット機能等で記入いただいた内容は、ウェブの画面及び配信動画においても

表示されます。この点、御承知おきください。よろしくお願いいたします。 

○上山主査 ありがとうございます。それでは、「議題１ 有識者等による報告」に入り

ます。 
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 本日は、「権利擁護支援と包括的・重層的な支援体制」に関して、３件の報告と質疑応

答をして、その後に全体を通しての意見交換を行います。 

 本日の議題に入る前に、事務局から、本日のワーキング・グループに関連する基本計画

等の資料などの説明をお願いいたします。 

○成年後見制度利用促進室長 事務局です。 

 それでは、本日の議題に関連する資料の説明をいたします。 

 本日の議題は「権利擁護支援と包括的・重層的な支援体制」になります。これに関連す

るものとして、重層的支援体制整備事業がございますので、これに関して説明いたします。 

 概念といたしましては、地域共生社会という概念をベースにつくり上げられておりまし

て、こちらに御覧いただいていますとおり、制度・分野ごとの縦割り、支え手、受け手と

いう関係を超える、地域住民や地域の多様な主体が我が事として活動に参加する、人と人、

人と支援が世代、分野を超えて丸ごとつながる。そして、住民一人一人の暮らしと生きが

い、地域を共につくっていく社会といった概念をベースにつくっているものです。 

 関連する具体的な事業ということで、重層的支援体制整備事業があります。こちらでイ

メージをお見せしております。 

 上のところに概念を書いておるのですけれども、相談者の属性、世代、相談内容にかか

わらず、包括的支援事業で世代、属性を超えた相談を受け止め、必要な機関につなぐとい

ったもので包括的に相談を受け止める。受け止めた相談のうち、複雑化・複合化した事例

については、多機関協働事業が中核の機能を担い、相談支援関係者への連携・つなぎを行

う。課題の解きほぐし、関係機関間の役割分担を図る。各支援機関が、円滑な連携の下で

支援できるようにする。 

 そして、長期にわたってひきこもりの状態になる方など、自ら支援につながることが難

しい場合には、アウトリーチ等を通じた継続的支援事業により本人との関係性の構築に向

けて支援する。伴走による支援ということです。 

 次に、相談者の中で、社会との関係性が希薄化していて、参加に向けた支援が必要な人

には、参加支援事業ということで、つながりや参加の支援、はざまのニーズにも対応する

参加支援とあります。こちらを利用して、本人と地域資源の間を調整する。 

 このほか、こちらにありますけれども、地域づくり事業を通じて、住民同士のケア、支

え合う関係性を育む。その他の事業と相まって地域における社会的孤立の発生・深刻化の

防止を目指すということです。 

 そして、こういった関連する各事業が相互に重なり合いながら、市町村全体の体制とし

て本人に寄り添い、伴走していく支援体制を構築してといったものが重層的支援体制整備

事業です。 

 こちらを説明して、お気づきの方もということかは分からないのですけれども、成年後

見制度の我々の基本計画とも関連性が深いということでございまして、この年度末に関係

する通知を発出しております。内容について、簡単に見ていきたいと思います。 
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 「通知の趣旨」ですけれども、先ほど説明しました重層的支援体制整備事業と成年後見

制度利用促進に関係する取組は、地域の多様な主体が連携して地域の課題に取り組むとい

う点で共通点ありと。そして、地域共生社会の理念実現に資するという目的を共有する。 

 こういったことに取り組むということは、本人が社会とのつながりの中で生きがい、役

割を持って安心して暮らしていける環境の整備、地域づくりにつながるということであり

まして、基本的な考え方として、関係する部局、支援関係機関の相互理解を深めるという

ことを示した上で、具体的な取組ということで、多機関協働事業者と中核機関との連携と

か、各種会議に関する中核機関の積極的な関与、包括的相談支援事業と成年後見制度利用

促進に係る取組の連携、アウトリーチ等を通じた継続支援事業と成年後見制度利用促進に

関する取組の連携、そして参加支援事業と成年後見制度利用に係る取組の連携という例示

を示して、両者が一体となって取り組むようなことを進めていただきたいということを求

めていったということでございます。 

 あわせて、今日に関係するということで、虐待の関係もございます。 

 まず、高齢者虐待防止ネットワークになります。こちらに「高齢者虐待の防止、高齢者

の養護者に対する支援等に関する法律の概要」とございます。 

 目的は虐待防止ですけれども、全体的なスキームとしては、養護者による高齢者虐待と

養介護施設従事者等による高齢者虐待ということで、市町村が通報を受けて対応するとい

ったことを仕組みとして書いておりまして、御覧いただくようなプロセスを取って課題の

解決に向けていくということでございます。 

 今回の議論とも関連してくるのは、これを解決するに当たって、連携協力体制がござい

まして、こちらを御覧のとおり、虐待防止、早期発見、見守りということで、こういった

ネットワークをつくるということで、民生委員、社会福祉協議会、人権擁護委員、自治会

等々の地域の方々のネットワーク。２つ目でございますけれども、現に発生している虐待

事案への具体的な対応支援ということで、介護サービス事業所等の福祉、あるいは医療機

関ということで医療関係者、医療機関による連携で具体的な対応をする。併せて専門的な

支援ということで、警察、弁護士、保健所等々といった専門的なネットワークも使いなが

ら３層で課題の解決に向けて取り組んでいくことを示しておるということであります。イ

メージ図はこのとおりです。 

 あわせて、障害者虐待防止の推進ということで、同様の趣旨の法律が障害者に関しても

制定されております。 

 具体的なイメージということで、養護者による障害者虐待、障害施設従事者等による障

害者虐待、あとは働かれている方もいらっしゃるということで、使用者による障害者虐待

ということで、スキームを御覧のとおり組んでおりまして、こちらも高齢者と同様に、３

層のネットワークの機能によって課題解決に取り組んでいくことが示されているというこ

とであります。 

 あわせまして、基本計画における関連箇所のレビューをできればと思います。 
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 まずは10ページになりまして「地域連携ネットワークにおけるチーム及び専門職団体に

よる支援体制などの整備に当たっては、各地域における地域ケア会議、障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく協議会、あるいは地域福祉計画に基

づき地域活動を行う各種機関・協議会等、地域福祉や地域包括ケア等の既存の資源・仕組

みを活用しつつ、これらと有機的な連携を図りつつ進める」と記載されております。 

 併せて「地域における体制整備は、地域福祉や地域包括ケア等の既存の資源・仕組みを

活用しつつ、地域福祉計画などの既存の施策と有機的な連携を図りつつ進める」とされて

おります。 

 そして、最後は「地域共生社会の実現に向けた包括的な支援体制との連携等」というこ

とでありまして「中核機関等には、地域のネットワークの中で、権利擁護支援が必要な方

を早期に発見し、その課題等を踏まえた適切な支援の内容を検討・判断し、必要に応じて、

成年後見制度以外の支援につなげるといった役割も求められる。各地域における中核機関

等の整備・運営に当たっては、こうした中核機関等の役割を踏まえ、地域共生社会の実現

に向けた包括的な支援体制との有機的・効果的な連携について、留意すべきである」とさ

れております。 

 ということで、今日の議題に関連する情報に関して、共有させていただきました。 

 事務局からの説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

○上山主査 ありがとうございます。 

 それでは、有識者の方の報告に移ります。 

 まずは、岡山市の松岡氏からお願いいたします。 

○松岡参考人 よろしくお願いします。 

 画面を共有させていただきます。 

 改めまして、私は、保健管理課の松岡と申します。よろしくお願いいたします。 

 私自身、今は新型コロナワクチンの担当というところで。 

 聞こえますでしょうか。大丈夫でしょうか。 

○事務局 ちょっとお待ちください。 

 音声トラブルがございますので、少々お時間をいただきます。 

 

（休  憩） 

 

○事務局 では、お話しください。申し訳ございませんでした。 

○松岡参考人 改めまして、岡山市保健管理課の松岡でございます。 

 今、私は新型コロナワクチンの担当をしているのですけれども、以前、ここに書いてあ

る「地域共生社会の実現に向けて」ということで、最初、岡山市の権利擁護も含む総合相

談支援体制づくり、重層的支援における多機関協働事業を仕組みづくりに携わっていまし

た。それが２年前でございます。 
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 今回、こうやってお話しさせていただくのは、恐らく、その仕組みのところで、どうい

ったところに気をつけて仕組みをつくっていったか。多機関共同というのは、言うのは簡

単なのですけれども、結局は縦割りだったり押しつけ合いがどうしても現場で起こってし

まうというのがございます。今日、そこをどのようにクリアしていったかといったところ

を、実際に岡山市の現状も含めながら、事例も含めてお話しさせていただければと思いま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 早速ですが、岡山市の概要を簡単に御説明いたします。 

 今、政令指定都市ということで、人口70万人の都市でございます。政令市の中では人口

が少ないのですけれども、市域面積が広いほうということで、人口が少なくて市域が広い

といった状況でございます。ですので、窓口・相談機関は様々な単位で、様々な場所に設

置されています。行政区が４区ありまして、ここに区役所を置いている。それに加えて、

福祉区を６区に分けています。ここに保健センターだったり福祉事務所、地域包括支援セ

ンターといったいわゆる福祉の機能、保健の機能をそれぞれ置いている。さらに、中学校

区は36区ございます。ここには高齢者の地域包括支援センターが一部置かれているといっ

た状況でございます。成年後見センターは中核機関でございまして、昨年立ち上げまして、

市内の中心部に１か所設置しているということで、保健福祉会館という市の保健福祉の中

核機能に中核機関を置いているといった状況でございます。 

 実際の相談機関はこういったものがございますというのがこちらの資料の表でございま

すが、政令市ですので、ほとんどの相談機関・機能を県から移譲されている部分もあり、

ほとんどがついてきますが、一方で、いろいろなものがいろいろなところに点在している

ということで、市民側からも非常に分かりにくいといったところで、支援する専門職側も、

ふだん付き合いのある機関であれば、何がどこまでやっているかは当然分かるのですけれ

ども、そこがお付き合いがないところだとなかなか分からない、しかも様々ある。 

 例えば保健センターとこころの健康センターなのですけれども、どちらも精神保健福祉

でやっています。実際に、どちらに相談したらいいのか、どちらがどこまで何ができるの

かというのはよく分からないといったところは、専門職側のほうにも起きてしまっていた

という状況でございます。いろいろとあるがゆえに、逆に分かりにくくなっているといっ

たところです。 

 そういった中で、考え方といたしまして、一つは圏域、エリアの問題でございます。総

合相談支援体制づくりを考えるに当たってなのですが、様々な圏域がある中で各相談機関

が点在している。これは歴史的な経緯も含めていろいろなところにいろいろな場所をその

ときの状況によってつくってきているので、どうしてもばらばらになってしまっている。 

 あと、各相談機関は圏域をベースに支援を実施している。例えばさっき言った福祉区で

あれば、障害の部分では福祉区単位で専門的な相談機関を設置しているのですが、地域包

括支援センターという高齢者の部門においては、中学校区がベースだということで、単位

が全然違うといったところです。制度によって圏域が異なる中、ワンストップ窓口をつく



8 

 

ることはちょっと難しいだろうといったところが一つありました。 

 あとは専門性の問題がございます。各相談機関は、制度をベースとした専門性で支援を

実施していますので、専門性を盾に、逆に言えば専門外は手をつけず、押しつけ合い、た

らい回しが発生する。こういう総合相談窓口をつくるとかそういう体制づくりに当たって、

よく縦割り、押しつけ合いを解消しようという動きになるのですが、我々といたしまして

は、最初に解消ではなくて、縦割り、押しつけ合いが起きる前提で物事を考えなければい

けない。それは制度をベースにしていて、それぞれが専門的にやっている中で、必然的に

起こるものだという考え方の前提に立ってこの体制づくりを考えました。 

 あとは、利用者目線ではない局所的なアセスメントが起きるということで、相談機関は

自分たちの所管のサービスのみを提案してしまうことがありますので、複数の相談機関が

関わる場合、要は複合課題を抱えた場合には、結局、支援される側もいろいろなことを言

われて、何を優先すべきか判断できないといった事例も起きていたというのがございます。 

 そういったところで、方向性といたしまして、ワンストップ窓口をつくるのではなくて、

各分野の専門性を生かして、それぞれの相談機関が連動する、協働する体制をつくってい

こうということを考えていきました。 

 では、具体的にどうしていったかというのがこちらの図になります。岡山市は、どの機

関に相談があっても、市全体で受け止める相談体制を目指しています。要は「高齢者」の

ところで、高齢者といえば地域包括支援センターに相談にいくのですが、そこで子供の相

談を受けた場合についても、障害のことを受けた場合についても、ほかの機関と調整をし

て、しっかりと支援に入っていくところの仕掛けを入れようとしました。 

 まず、そのための一つの仕掛けで「つなぐシート」を導入して、世帯全体の課題把握と

断らない相談を進めている。要は、いろいろな分野の共通のシートをつくりました。これ

は成年後見センターに入った相談においても、他機関の対応が必要な場合は、当然つなげ

るといったところ。 

 ただ、実際に、先ほど申し上げたいろいろな相談機関がある中で、専門職のどこにどう

相談したらいいか分からないといったところがございましたので「相談機関一覧」を作成

して、それぞれの役割を見える化したというのがございまして、そういう場合で他機関か

らの相談があった場合に断らないということを組織的にルール化したというのがございま

す。 

 そういった中でも、連携先が確定しない、適切な支援メニューが決まらないといったこ

とがやはり起きます。そういったときに、多機関協働事業として相談支援包括化推進員を

岡山市の社会福祉協議会に委託して、推進員を置いております。調整困難なケースが出て

くるので、そこを関係機関から受け付けて、ケースの情報整理だったり、会議の開催準備

をしていくといったところ。 

 ただ、もめているケースは、役割分担の押しつけ合いやたらい回しが起きているので、

そこは市の保健福祉企画総務課という保健福祉局の主管課も入っていって調整に入るとい
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ったところを仕掛けとして入れました。そういった中でケース検討会を開いて、複合課題

を解決していくといったところでございます。成年後見制度利用の必要性に関わる場合に

おいては、成年後見センターのセンター長にも入っていただいてケース検討を行い、支援

策、役割分担を決めていくといったところでございます。 

 ただ、本当にこれだけで解決するのかといったところがございます。そこで、（５）に

書いてある複合課題解決アドバイザーを配置しておりまして、私も総務課にいたのですけ

れども、実際に役割分担でもめた場合に誰に相談するかといったことになると、各分野に

おける相談機関の長、会長などに相談しにいくのです。役割分担でもめた場合には、例え

ば障害の部長だったり、保健の部長は保健師だったりするのですけれども、保健の部長を

アドバイザーという位置づけにして、部長に入ってもらうといったところで、一つ上の方々

に入っていただいて調整を行う仕組みを入れています。これが非常に機能していまして、

担当レベルとか各課長レベルにおいては、どうしても自分の所管のところで物事を考えて

しまう、新しい課題とか間に落ちる課題はなかなか拾わない。当然、積極的な方もすごく

いらっしゃるので、拾ってくれたりするのですけれども、そこを属人的にするのではなく

て、組織的にもめた場合、不明瞭な場合に、しっかりと各部の長に入っていただいて、そ

こで役割分担を決めて、それを指示していただくという仕組みを入れたことで、縦割り、

押しつけ合いといったところの役割分担をしっかりとしていくとして、今、多機関による

連動した支援の実施を進めております。 

 先ほど申し上げたのが、こういった課題に対応するといったところで、まとめた御指摘

でございます。 

 こちらが実際の「つなぐシート」でございます。ポイントとしては、世帯全体の課題を

漏れなく把握するため、困り事の有無をチェックする欄を設けて、関係機関につないでい

くといったところでございます。 

 こちらが「相談機関一覧」ということで「つなぐシート」で実際に困り事をどこにつな

ぐかいったときにこれを使っていくということで、分野ごとに相談機関を整理し、役割を

見える化しているといった点。 

 ポイントの２つ目として、各分野においてつなぎ先が判断できない場合、要は、同じ分

野にいろいろな機関があるといったときに、代表となる機関を星印で明確化しております。

分からなかったら、この分野に関しては、まずはこちらに相談をするというのを皆さんに

実際に決めていただいて、これを正式に皆さんにお配りしている。 

 ３つ目は、相談者を適切な相談機関に確実につなげるために、担当者を明記しておりま

す。要は、相談機関においても、結局、福祉事務所とかだといろいろな窓口があります。

なので、まずは一時的にそこの福祉事務所の相談を誰に振ってもらうのかといったところ

も担当者を明確化することで決めております。まずは担当者につないでいただいて、その

担当者に実際の現場の担当者を振り分けてもらうといったところで、担当者明記も一つの

ポイントになっております。 
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 多機関協働事業自体は、今、相談支援包括化推進員３名でやっているといったところで

ございますが、ポイントとしては、市民から直接の相談は受けておりません。相談機関を

後方支援する位置づけということでやっております。相談をどんどん受け付けていくと、

それに忙殺されるということで、あくまで多機関の連携を促すための支援専門の支援員と

いうことで配置しております。 

 実際に１つの事例を御紹介させていただくのですが、高次脳機能障害が疑われ、トラブ

ルを繰り返す累犯知的障害者ということなのですけれども、本人は40代、てんかんで、精

神保健福祉手帳１級をお持ちの方ということで、家族とは完全に絶縁状態になっていて、

お母さんも亡くなっているという状況でした。本人が入院した精神科の病院から、本人の

退院に向けた支援体制を相談したいということで、相談支援包括化推進員に相談が入り、

関係機関を集め検討会を行ったという事例でございます。 

 経緯といたしましては、この人は、金銭管理ができずに、お金が尽きて無銭飲食を行い、

服役してしまった。出所後、最初は施設入所で調整したのですけれども、本人は音に非常

に敏感ということで、共同生活に向いていない、他者に恫喝行為をしてしまうということ

で、施設を追い出されてしまった。そういう中で、またどこかの住まいを調整しに我々が

入ったのですけれども、比較的他者との関わりが少ない施設を選定し、入所したのですが、

そこでも他者を恫喝して、退所になってしまった。住まいを失ったところ、てんかん発作

を起こして、再度精神科病院に入院してきたといったところです。 

 退院し、在宅生活を送るための課題ということで、住まい、在宅医療・福祉サービス、

金銭管理、本人の特性や希望を踏まえた支援が必要なのだろうといったところで、関係者

が集まって、そういったところの聞き取りを丁寧に行いました。本人の特性である衝動性

は高次脳機能障害の影響であり、自身によるコントロールが難しいということが医師の所

見から分かった。女性など自分より弱いと思った人を恫喝する傾向がある一方、男性で社

会的地位がある人には恫喝行為をしないといったところは、本人の性格等もあるといった

ところで、毅然とした対応をする人の言うことは聞く。例えばケースワーカーがはっきり

とお金はここまでと言ったら、それを聞いている。あと、母親と暮らしている頃は、生活

は落ち着いていたのですけれども、独りになって無銭飲食やトラブルを起こすようになっ

た。要は、唯一のつながりがあった母親がいなくなったことで、本人に頼る人もいない、

つながりもないということで、そういった安定した生活がなかなか送れなくなったという

ことがケース会議の中で分かってきた。これは本当にいろいろな関係機関がいろいろな情

報を皆さん持ってきてくれて、それを共有していったというところです。 

 最後には、本人は早く退院して一人暮らしをしたいという希望がありました。そこで、

本人の特性や希望を踏まえ、静かな一軒家を準備したのと、キーパーソンとして成年後見

人をつけたのですけれども、最初は、成年後見人をつけるのでは解決しないのではないか、

成年後見の候補の方も一人では難しいといったところも当然ありました。先ほどの特性で

男性というのは依頼したのですけれども、まず、本人との信頼関係を成年後見人につくっ
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てもらう。その間に、我々保健福祉側もどういった支援ができるか、チーム体制を組める

かというのを併せて検討していくという作業をやりました。医師からも退院するためには

成年後見の支援が必要であることを本人に伝えてもらって、成年後見人が本人との信頼関

係を構築するためのサポートもしてもらったというのがございます。なかなか難しい方だ

ったので、信頼関係のある方から徐々に成年後見人の大切さを伝えてもらう、そこを信頼

して一人暮らしができるようにしてもらうといったところをやっていきました。 

 また、そういった中で孤立やトラブルを防ぐため、訪問看護、障害事業所、保健センタ

ー、成年後見人等がチームを組み、日替わり交代で支援をしていくことも決定して、変化

があればチームで共有し、次回訪問時の参考にしていくということで、この方は、私が相

談サイドを出る前に退院して、一人暮らしが始まったケースですが、２年ぐらいたつので

すけれども、つい先日、成年後見人にたまたまお会いしたら、松岡さん、落ち着いて生活

していますよと言われました。内々で聞いたら、今でもいろいろな保健センター、保健師、

福祉事務所も含めてチームで継続して支援に入っているということで、何とか生活を送れ

ているといった状況です。 

 実際のケース検討会の様子はこういった感じなのです。これはまた別のケースなのです

けれども、一堂に会することによって、いろいろな本人の特性や課題が出てきたり、いろ

いろな視点のアドバイスが出てきたりということで、そういった形で役割分担と本人に対

する支援、世帯全体の支援を決めていくといったところでやっております。 

 まとめでございます。関係する支援機関同士が、本人や世帯に関する必要な情報を共有

し、それぞれが専門的な役割に加え、どういった支援ができるか検討する。そんなに難し

いことではなくて、先ほど私が言ったドクターの方が成年後見人は必要なのだというのを

本人にちゃんと伝えてもらう、信頼関係のきっかけとしてもらう。それは別に医師ではな

くてもできることなのですけれども、そういったちょっとしたこともすごく大きな支援に

つながっていくといったところをやってもらったりというのをしています。この際に、中

核機関等の権利擁護に関する支援機関が含まれることで、意思決定の支援や法的な支援が

確保されやすくなるといったところ。 

 また、総合的な相談支援に、本人や世帯の状況に合わせて成年後見等の必要な支援を行

っていくといったところで、被後見人等の意思の尊重や権利擁護が図られるだけではなく、

支援者のバーンアウトを回避し、持続可能な支援が可能になる。要は、チームで考えると

いうことなのですけれども、成年後見が必要だからそこに任せるとか、１つの支援機関に

任せるといったところはやっておりませんというか、それをやると限界になってしまうの

で、特に難しいケースは、どのようにチームを組んでいくか、役割分担を図っていくかと

うのは、要は支援者を孤立させないといったところをしっかりと意識しながらやっている

といったところでございます。 

 そういった中で、孤立させない仕組みとして大事なのは、支援機関等の立場・限界をそ

れぞれが理解し、支援者・支援機関同士の顔の見える関係づくりを大事にするといったと
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ころでございます。気軽に相談できるような関係が進んで、チームで動いていけば、お互

いの立場・限界が分かる。どうしても成年後見だったら全部できるのではないかという期

待感とかがあったり、ほかの機関にそういうところがあったりもします。逆に、例えば保

健師だったら全てのサポートができるのではないか、医療的なこともできるのではないか

といったところがあるのですけれども、全部をするというのは不可能なのです。それぞれ

の限界を知るということが非常に大事です。それをやるために、皆さん集まって会議をし

ていくといったところをやっています。 

 私からは以上でございます。ありがとうございました。 

○上山主査 松岡さん、どうもありがとうございます。 

 それでは、質疑応答に移ります。質疑応答の時間は５分を予定しており、画面にタイマ

ーをセットいたします。また、できるだけ多くの方から御質問をいただけるように、質問

と回答は簡潔にお願いいたします。 

 それでは、ただいまの御報告に御質問がある場合、Zoomの「手を挙げる」機能で挙手を

お願いいたします。 

 どなたからでもどうぞ。 

 いかがでしょうか。 

 星野委員、お願いいたします。 

○星野委員 社会福祉士会の星野と申します。今日はありがとうございます。 

 最後のところでお話があった複合課題ケース検討会ですが、写真を見て、かなり多くの

専門機関が参加されるように思ったのですけれども、どのぐらいの時間をかけて検討され

ていたり、あるいは一度で終わるのかとか、もう少し複合課題ケース検討会について教え

ていただければと思いました。 

○松岡参考人 星野委員、ありがとうございます。 

 複合課題のケース検討会なのですけれども、人数が多いので、時間的には１時間から、

長いと２時間かかります。 

 ただ、ある程度の合意形成ができるように、相談支援包括化推進員が先ほど言ったアド

バイザーも含めてその会議のキーパーソンになる方々に事前に相談して、ある程度の方向

性は決めていたりもします。ただ、当然、会議の中でいろいろな話も出るので、そこで修

正したりといったところをやっています。それを大体月に２～３回ぐらいやっています。 

 実は、質問の中でオンライン会議をやっていないのかというお話もあったのですけれど

も、オンライン会議はまだできていないのですが、今後、やっていかなければいけないと

思っていますが、顔の見える関係がすごく大事なのです。なので、最初に一堂に会すると

いうのはやっていこうかなと思っています。１回顔合わせをして、お互いのそれぞれの立

場を理解してもらい、顔が見えると非常に相談しやすくなるので、１回目にそれをやって、

その後はオンラインといった工夫も今後していきたいと思っているのと、今年に入ってか

らは、相談支援包括化推進員に福祉事務所の所長のOBに入っていただいたのです。顔の見
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える関係ができているので、調整が非常にうまくいっていて、会議自体は、事前の調整だ

けでうまくいったりとか、回数自体が少なくなっています。そういったのも新しいメンバ

ーが入ってくれば、いろいろと工夫もできるかなと今、思っているところです。 

○上山主査 ありがとうございます。 

 それでは、お手が挙がった順番で、中村委員、青木委員の順番で御質問をお願いいたし

ます。 

○中村委員 どうもありがとうございました。たらい回しをさせない仕組みとして、二重、

三重に捉えているなというので、大変参考になりました。 

 その中で、聞きたいのは「つなぐシート」についてです。相談窓口からほかのところに

つなぎ場合には「つなぐシート」があったら有効だと思うのですが、最初に相談を受けた

機関がこれを記載します。違う部署や機関がこれを担当するのが望ましい場合に、そちら

につなぐのでしょうけれども、つなぎ方は、これを書いて本人に持たせるのか、同行する

のか、もしくは二重、三重に本人が同じことを言わなくて済むように記載して、事前に相

手の機関に連絡して、こういう方が行くのでというふうにするのか、この辺の取扱いの仕

方をもうちょっと詳しくお教えいただきたいと思います。 

○松岡参考人 ありがとうございます。 

 「つなぐシート」は、どちらかというと最後に言われたとおり、１回聞き取った上で、

それを関係機関と共有します。イメージ的には、いろいろな課題を抱えている人の聞き取

りは難しかったり、あっちの相談機関に行ってと言うのも難しいので、まず、しっかりと

聞き取った上で本人の課題を「つなぐシート」で明らかにして、関係機関につなぐ、関係

機関に共有して、どういう対応ができるか相談する、実際に関係機関から本人に連絡を入

れてもらうなりというのがオーソドックスな流れです。すぐに行ける方だったら行っても

らったり、早いほうがよければ、そこで聞かずに、明らかに主訴が違うといったらその機

関に行ってもらうのですけれども、なかなかそこが難しいという場合は、１回聞き取った

上で、関係機関と調整をした上で、まず誰が話したほうが適切かといったところで話をし

ます。 

○中村委員 どうもありがとうございました。 

○上山主査 ありがとうございます。 

 では、青木委員、お願いします。 

○青木委員 青木です。今日はありがとうございました。 

 一つは、相談支援包括化推進員の方が社協の方だったり、OBの方であったりということ

で、役所の方の関係性というのでしょうか、調整がうまくいくための課題とか秘訣はどん

なところにあるのかなということで、どうしても行政側のほうが動きにくいみたいなこと

が地域では往々にしてあると思いますけれども、その辺りはどのようになっているのかと

いうのが一つです。 

 それから、岡山県では、いろいろな市町村で専門職の方、法律職や福祉職の人も含めた
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ネットワーク懇談会が非常に活発に展開されていると思いますが、岡山市においては、ネ

ットワーク懇談会のようなネットワークと今お話しになっているような仕組みは、どのよ

うな関係をつくっていかれているのかなと。その辺りを２つほどお伺いできればと思いま

す。 

 ３つ目は、今後、行く行くは福祉区とか行政区の違いを一つのワンストップにするよう

な方向性で発展的な展望みたいなものは考えておられるのか。その辺りもお伺いできれば

と思いました。よろしくお願いします。 

○松岡参考人 ありがとうございます。 

 青木委員、１点目は何でしたか。もう一回１点目のところを。 

○青木委員 包括化推進員は、民間の人だったり、社協さん、OBさんなので、行政の皆さ

んの動きにくさを調整するのに何かうまくいくための秘訣とか。 

○松岡参考人 ありがとうございます。 

 一つは、さっき言ったアドバイザーという仕掛けで、キーパーソンみたいな人は地域に

いらっしゃるのですけれども、そこは何となく人づてだったり、あの人は知っているみた

いなところで、あの人に相談したらうまくいくというのが結構あるのはあったのですが、

そこをうまく仕組みとしてつくりたいと思っていて、要は、アドバイザーは部長クラスで、

福祉の経験なりがすごく長い方が部長になられて、組織的にも部長なので当然偉い方なの

で、そこに気軽に相談にいける体制をつくったのです。しかも、部長が数人いるので、い

ろいろな方のお話も聞けるし、調整も入ってくれるといったところが一つ。 

 あとは、さっき言っていただいた福祉事務所長とかは、当然、人も経験者というほうが

よりよいというのもありますので、そういった人もある程度配置する。仕組みだけではう

まくいかないし、人も当然要るのですけれども、逆に人に頼り過ぎている傾向がどうして

も福祉の現場であったりします。当然、弁護士の先生も我々のところで一生懸命に頑張っ

ている人がいっぱいいらっしゃるのですが、そこだけに頼るのではなくて、ちゃんと組織

的にそこをもうちょっとカバーしようということで、アドバイザーを入れたり、推進員自

体も、そういった中で社会福祉協議会に置いているのは、社協さんのそういった人材もず

っと福祉の専門職なので、私も今、別の部署でワクチンをやっていますけれども、行政側

でやってしまうと、担当者が替わると対応が全然違うというのがどうしてもあるのですが、

社会福祉協議会だったら、福祉の中でまた同じような仕事である程度継続的にできるとい

うのと、アドバイザーが替わっても、部長クラスとか経験のある方なので、そういった仕

組みを幾つか入れて、人と組織で動く仕組みを考えていますというのが１点。 

 ネットワーク懇談会との関係については、私もあまりネットワーク懇談会を承知してい

ないのですけれども、岡山は、どちらかというとそれぞれの弁護士さんたちのネットワー

クとか、例えばいろいろな住まいのNPOのネットワークをすごく活発にしていただいていま

す。成年後見センターも社協がやっているのですけれども、そこと中核機関、成年後見セ

ンターがつながっていますので、社協同士でつながって、相談支援包括化推進員も司法の
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関係とか何かあったら成年後見センターに相談にいく。そうしたら、この案件だったらこ

の人に相談したらいいというのを成年後見センターがさばいてくれるというのが形として

結構できている。要は、相談支援包括化推進員がそれぞれの分野でのネットワークにちゃ

んとつないでいく作業に逆に頼らせてもらっているという形です。 

 あと、将来的に福祉区と行政区とが一体的にというお話がありましたが、正直に言うと

全く考えていないです。非常にコストがかかるという言い方はあれなのですけれども、ど

んな仕組みをつくっても、継続的なというのは難しいのです。なので、どちらかというと

しっかりとつながる作業が大事だと私は思っていまして、実際、私がいなくなってもこの

仕組みがすごく機能していて、例えばコロナの関係での方々の支援とかも、新たな課題に

対してしっかりと対応できる。新たな課題がぼんぼん出てくるので、ハード的にそこを一

体化したからうまくいくわけではない。区、場所を変えたりとかではなくて、仕組み、仕

掛けをしっかりと入れておくこと、その中で必要があれば一体的にやったほうがいいとい

う話が出てくれば、それは当然、そういった形に持っていけばいいかなと思います。10年、

20年続く仕組みになればいいなと思っています。 

○上山主査 松岡さん、どうもありがとうございました。 

 それでは、次の報告に移りたいと思います。中土佐町の吉岡氏、中土佐町社会福祉協議

会の有澤氏からお願いいたします。 

○有澤参考人 よろしくお願いします。画面を共有させていただきます。 

○吉岡参考人 中土佐町健康福祉課の吉岡と申します。 

○有澤参考人 社会福祉協議会の有澤です。よろしくお願いいたします。 

 私どもからは、本町の権利擁護支援センターの活動と包括的支援体制の構築に関する取

組について、御報告させていただきます。 

 まず、町の概要と経緯を御説明いたします。本町は、高知市から46キロほど西に位置し

ておりまして、海岸部と中山間地域を有する町です。年間出生者数が約20名ほどなのです

が、年間150～200名近いペースで人口が減少しています。サービスを提供する事業所やNPO

などの社会資源が乏しく、10年前には十分なサービスを受けることが困難な状況とか複合

的な課題を抱える世帯に対してばらばらに支援が行われるような状況がありました。 

 本町では、平成21年頃から地図上にお示ししている生活圏域ごとに３つのあったかふれ

あいセンターを設置しています。あったかふれあいセンターといいますのは、県が推進し

ている施策で、誰もが集い、何でも相談できる窓口であり、住民とともに地域づくりを実

践していく拠点となっております。 

 あったかふれあいセンターの設置以降、年表にありますとおり、小地域の見守り活動と

か生活困窮者支援などの取組を積み重ねてきて、地域の気になる人を把握し、支援につな

げる流れができてきた中で、平成29年度に町全体の権利擁護支援体制を考える権利擁護支

援システム推進委員会を設置しまして、調査・検討を行い、最下部に記載してありますよ

うに、成年後見制度の普及啓発と多様化するニーズに対応するための重層的な支援体制が
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必要であると判断して、同年、平成29年度に権利擁護支援センターを設置しました。 

 権利擁護支援センターですが、町全体を対象としておりまして、権利擁護に関する広報

啓発、日常生活自立支援事業や法人後見の生活支援の担い手となり、かつ、先々に市民後

見人となり得る人材の養成、主に役場や社協といった一次相談支援機関を対象とした相談

対応を行っています。相談の中で利用が多いのは、スーパービジョンと福祉と司法の専門

相談です。 

 スーパービジョンに関しては、権利擁護をはじめ、様々な福祉的支援に関して助言いた

だけるスーパーバイザーにお願いしています。 

 福祉と司法の専門相談では、司法職と社会福祉士であるセンター職員、支援者が一緒に

多角的に支援・検討を行っています。司法書士は、町内の方に携わっていただいているの

ですが、弁護士は、近隣の５つの市町にひまわり基金法律事務所がお一人、法テラスがお

二人というところで、継続して関わっていただくことが困難ですので、高知弁護士会から

派遣していただく形を取っています。 

 センターでは、様々な課題について相談を受けていて、相談会を通じて後見制度の利用

ニーズが明らかになる場合もあります。後見人支援という面では、始めたばかりというと

ころもありまして、長期的に関わっている案件があまりないのですが、後見制度の利用に

つながって一定期間後には、状況確認や支援の見直しの必要性などについて検討をしてい

ます。 

 まだまだ件数が少なく、年数も浅いのですが、地域の関係機関とは、既存の協議会へ参

加したり、事業所へ個別訪問させていただいて認知向上を図っていて、家裁とか専門職団

体、県、県社協といった公益の機関とは、本町の取組状況や課題などを知っていただく場

を設けたり、研修会の講師をお願いするなどして、そういった中で少しずつ関係性ができ

て、個別の案件の相談や連携といったことが増えてきています。近隣の市町の権利擁護や

後見制度に関する取組に着手し始めていますので、今後、広域的な課題についても共有や

検討ができればいいなと思っているところです。 

 スライド３でお示ししましたように、権利擁護支援センターを含めて様々な事業に取り

組んできたわけですが、地域の生活課題は多様化・複雑化して、一つの支援機関、一つの

制度で対応することは、小さな町においても困難なものがありまして、また、それらは地

域住民からは見えづらく、関わりづらい課題でもありました。そこで、本町は、地域共生

の事業を活用しまして、これまで実践してきた小地域福祉活動の発展と様々な支援機関と

の連携体制の構築を目指すこととしました。 

○吉岡参考人 こちらがその全体像になります。中央下にある町内３か所のあったかふれ

あいセンター、右にある行政の高齢、母子、障害等の相談支援、左側の社協にある相談支

援事業所や生活困窮者自立相談支援事業、また権利擁護支援ニーズが集約される権利擁護

支援センター等、町内にある相談支援機関を分野横断的に見ていくために、人型のブルー

で表していますＡからＥの５人を相談支援包括化推進員として配置しています。その５人



17 

 

の包括化推進員の集まる「コア会議」が中央に、その上に、緑色で関係機関をぐるっとま

とめた「安心生活応援ネットワーク会議」右上にピンク色で表した「地域づくり・資源開

発会議」があります。会議の内容につきましては、後のスライドで御説明します。ここに

いる有澤さんはＣで、私、吉岡は「行政」のＤに配置されております。 

 ５人の相談支援包括化推進員の所属と役割分担です。また、包括化推進員ではないので

すけれども、３つのあったかふれあいセンターを統括している者も必要に応じて会議に参

加してもらって、情報共有を行っています。 

 相談支援包括化推進員を配置したのは、平成30年度からですけれども、事業を進めてい

く中で、各分野に散らばっている相談支援を包括化していくためには、ある程度の職位が

あることと、家庭を丸ごと見ていく保健師の役割も重要であるとして、昨年度から今の体

制となっています。 

 相談支援包括化推進会議として、黄色い文字でお示ししているマル１からマル３の３つ

の会議があります。この３つの会議を図のように循環させて、新たに必要な社会資源をつ

くり出すことを目指しています。地域から発信された支援課題について、月１回のマル１

の「コア会議」で共有し、必要時には権利擁護支援センターが行っている福祉のスーパー

ビジョンや法律職と福祉による専門相談を行います。コア会議によって、単独の相談機関

だけでは課題解決までは難しいと判断した場合には、関係する機関やこれから加わってほ

しい支援機関を集めたマル２の「安心生活応援ネットワーク会議」を行って、新たなネッ

トワークづくりと役割分担を行い、権利擁護支援につなげています。また、支援に行き詰

まったら、適宜スーパービジョン等を活用しながら、月１回行うコア会議で進捗管理を行

い、既存の社会資源で賄えない課題について、マル３の「地域づくり・資源開発会議」を

行います。 

 コア会議では、このように各分野にいる相談支援包括化推進員による課題の抽出と確認、

各会議の調整や事業の進捗管理を行っています。 

 先ほどのコア会議にて、複合的な生活課題を抱える世帯を抽出し、課題の整理や新たな

支援機関を入れることが必要と判断した場合に、先ほどのマル２の「安心生活応援ネット

ワーク会議」を行っています。これは、最終的には支援が停滞している塩漬け案件の解消

や一人で抱え込みがちな支援者の負担軽減につながったり、職員の人材育成の場にもなっ

ています。例えばここで成年後見制度の利用について提案があった場合、申立ては誰が行

うか、伴走する支援者はどの機関がよいかなどを協議して、役割分担をしています。 

 マル３の「地域づくり・資源開発会議」は、全町横断的なネットワークづくりを目指し

ています。コア会議で抽出した地域課題を分野を横断して整理していき、これから形にし

ていこうと考えています。 

 まとめ。成果として２点挙げています。成果では、相談を集約することで、法的な課題

や地域課題の整理ができています。相談支援包括化推進員の配置と権利擁護の視点の共有

として、担当職員の資質向上が図られています。 
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 ２点目は「計画的な体制整備を行えた」ということで、地域福祉計画のアドバイザーと

して日本福祉大学、権利擁護支援のスーパーバイザーによる継続的な指導・助言によって

一体的な体制整備を行うことができています。また、同じ担当者が経験を重ねることで、

得られる知識を日常業務に生かすことで、業務の円滑な遂行と効率化を図ることができて

います。 

 課題として２点挙げています。 

 １つ目は、財源の確保です。継続的な事業を行うことで実績ができ、行政内部でも重要

な事業であるとの認識がされて、財源の確保が得やすくなった面があります。では、町単

独で捻出できるかと言われると、その確保は難しく、国や県の補助金に頼らざるを得ない

状況にあり、心もとない状況にあります。 

 ２つ目は、個人情報の取扱いについてです。権利擁護や虐待の案件で、地域住民やあっ

たかふれあいセンターに関わってほしいところがあったとしても、どの程度まで情報を出

していいのか悩ましく、支援者での関わりが主となりがちとなっています。重層的支援体

制整備は、令和４年度から本町でも本格実施するとして、今年度は移行準備期間としてい

ます。今後は、本人同意を得た上での会議や守秘義務がかけられた支援会議等の設定によ

り整理したいと考えております。 

 以上で発表を終わります。御清聴ありがとうございました。 

○上山主査 吉岡さん、有澤さん、どうもありがとうございました。 

 それでは、質疑応答に移りたいと思います。５分ほど時間を取りますので、質問と回答

を簡潔にお願いできれば幸いです。 

 では、どなたからでもどうぞ。Zoomの「手を挙げる」機能で手を挙げてください。 

 星野委員、お願いいたします。 

○星野委員 星野と申します。今日はありがとうございました。 

 １点教えていただきたいと思います。 

 最後の課題のところでもおっしゃっていたのですが、本人同意とおっしゃっていました

けれども、御本人の意向とか権利擁護のニーズをキャッチしてつなげていくというお話が

あったと思うのですが、御本人あるいは御家族、世帯の意向とかそういったものをどのよ

うに反映させていらっしゃるかという辺りを教えていただけるとありがたいと思います。

よろしくお願いします。 

 質問の意図が分かりにくかったら申し訳ありません。例えば御本人が会議に参加すると

か、そのようなところなどに工夫があれば、教えていただければと思います。 

○有澤参考人 安心生活応援ネットワーク会議、大きく支援者で集まるところについては、

これまでは支援者のみでしか実施していないのが現状です。ただ、会議までに御本人とか

御家族、相談者がいれば相談者ときちんと会って、状況確認や意向確認をしてくることは

毎回お願いしています。 

 もう一つは、センターのほうでやっている福祉と司法の専門相談につきましては、ケー
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スによっては、基本的には一次相談支援機関を対象とはしておるのですけれども、状況に

よっては、直接お伝えしたほうがよい場合もあるので、ケースによって相談者に一緒に入

っていただいたり、御本人にも入っていただいて、気持ちをお伺いしながら相談をして、

その後で弁護士の先生はこう言っていたけれども、どうするという相談を改めて支援者と

御本人とでしてもらったりということで、場を分けたりということもしています。 

○上山主査 どうもありがとうございます。 

 ほかの委員の方、御質問等はありますでしょうか。 

 では、野澤委員、お願いいたします。 

○野澤委員 野澤です。ありがとうございます。 

 先ほどの中で、生活困窮者のところで未就労調査とあったと思うのですけれども、これ

は就労していない人の調査かと思いますが、この結果はどうだったのかということと、そ

れがどのように生かされているのかというのをちょっと知りたいのです。その次にはたら

くチャレンジプロジェクトとあるので、こっちのほうに行ったのかなと思うのですが、な

かなかすぐに働けない人も相当いるのではないかと思うのですけれども、これについては

どのように展開していったのかとか、いく予定なのかという辺りを教えてください。 

○有澤参考人 ありがとうございます。 

 この調査は、当時、私が担当していた事業だったのでお答えさせていただくと、民生委

員とか社協の中で、相談支援の担当に限らず、デイサービスで迎えに行っているお家にど

うも人がいるみたいなことも含めて、可能な範囲でちょっと気になっている人の情報を集

めて、あとは直接訪問しました。なので、ざっと拾っただけというところですが、当時は

55名の方のお名前が挙がって、その方々に訪問して、意向とか働く気があるかということ

を聞いたり、逆にそういった方がいらっしゃるので、何か受皿として町内の商店で業務の

切り分けとかそういったことができませんかという調査を併せてしました。それが平成27

年頃だったかと思います。 

 その後、私ともう一人とで担当していたのですが、55名の方をずっと私たちで追ってい

くというよりは、働くということなのか、今は病院にかかってもらわないといけないのか、

社会参加をしないといけないのか、地域につないでいかないといけないのかということで

その方のニーズを一旦整理して、保健師とかあったかふれあいセンター、生活困窮の事業

とかで全部のケースを振り分けて、その中でそれぞれケースを見ていく。 

 この中で、最近、事業としてやったのは、先ほどからお伝えしているあったかふれあい

センターは、日中５時ぐらいまでしかやっていないところなのですが、月１回、夜に開け

るということをし始めまして、日中はいろいろな人がいるので出てきにくいという方にパ

ソコンとかも置いて、ちょっと来ませんかとか、一歩踏み出していただくようなことを進

めています。おっしゃるとおり、いきなり一般就労はなかなか難しいので、いろいろなス

テップを置いてみて、声をかけてみて、誰も来なかったね、１人来たねとか言いながら、

では、次の手をということを考えているので、よその未就労者支援という箱物を構えて事
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業を立ち上げてというところは、うちは予算的にできないのですけれども、小さいことを

トライアンドエラーでずっとつなげてきているような状況です。 

 ただ、ひきこもり支援のところに包括されがちではあるのですけれども、その後、本当

にひきこもりで、家で倒れているところを見つけて、何とか命がつながった方とかもいら

っしゃって、ちょっとずつですけれども、そういったところでも結構広く効果は出ている

のかなという印象を持っています。 

○上山主査 吉岡さん、有澤さん、どうもありがとうございました。 

○吉岡参考人 ありがとうございました。 

○有澤参考人 ありがとうございました。 

○上山主査 それでは、最後の報告に移りたいと思います。 

 大阪市の松藤氏からお願いいたします。 

○松藤参考人 大阪市福祉局生活福祉部地域福祉課の松藤と申します。大阪市における権

利擁護支援の取組について、御報告させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 では、早速、報告に入らせていただきます。 

 「大阪市の概況」ということで、面積や高齢者人口など、本市の基本的なデータを記載

しておりますので、御覧ください。生活保護世帯の割合が全世帯の約１割程度と非常に多

いということで、他の市と異なる本市の特徴かなと思います。 

 次に、大阪市の成年後見制度の利用状況についてですが、申立て件数と利用者数につき

ましては、上のグラフのとおり、右肩上がりとなっております。申立ての内訳としまして

は、市長申立てが約21％となっており、成年後見人のうち市民後見人が2.5％となっており

ます。 

 大阪市の市民後見人の状況につきまして、市民後見人バンクの登録者数や現在活動中の

件数について、記載のとおりでございます。 

 また、権利擁護に関するデータということで、日常生活自立支援事業、本市ではあんし

んさぽーと事業と呼んでおりますが、その利用者数につきましても記載のとおりでござい

ます。 

 では、本市における成年後見制度の利用促進の取組につきまして御説明いたします。 

 まず、市町村の計画についてですが、本市におきましては、大阪市の地域福祉基本計画

の中に権利擁護支援の地域連携ネットワークを構築して、制度の利用促進を計画的に進め

ていくことを計画の目標の一つに定めており、本市ではこの基本計画を市町村の計画とし

ております。 

 次に、本市における権利擁護支援の地域連携ネットワークの構築について御説明いたし

ます。国の基本計画を受けまして、本市では平成30年度からネットワークの構築に取り組

んでおります。本市におきましては、従前より後見制度の推進の取組や高齢者・障害者の

虐待防止連絡会議をはじめとする様々なネットワークを通して弁護士会、司法書士会、社

会福祉士会等の専門職団体や障害のある方の家族会等の当事者団体、また、地域包括支援
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センターなどの関係機関との間で連携協力関係を築くことができておりました。 

 また、本市では平成19年度から大阪市成年後見支援センターという専門機関を設置して

おりました。このセンターの詳細につきましては、後のスライドで説明いたします。 

 これらの取組が地域連携ネットワークの構成要素であります協議会と中核機関の設置に

当たり、土台とすることができましたので、本市ではネットワーク構築を比較的スムーズ

に進めることができたと考えております。 

 本市における地域連携ネットワークのイメージ図でございます。図の右側ですが、私ど

も大阪市福祉局と中核機関である成年後見支援センターが三士会や当事者団体、その他関

係団体、関係機関と連携して協議会を構成し、図の左側の御本人を中心とするチームへの

支援と図の右上にあります家庭裁判所との連携・調整を行う仕組みとなっております。 

 協議会の組織図です。構成団体の連携機能を果たす総会の下に、広報、相談などの部会

を設置して、多角的に制度の利用促進に取り組んでおります。各部会の役割につきまして

は、記載のとおりでございます。なお、総会や各部会には、家庭裁判所もオブザーバーと

して参加していただいております。 

 この間の各部会の取組の状況でございます。取組内容については、記載のとおりでござ

います。 

 続きまして、本市の中核機関について御説明いたします。 

 大阪市では、平成17年から成年後見制度を有効活用する仕組みづくりの検討を進めてお

り、平成18年度から市民後見人の養成を始めているところですが、先ほど申しましたよう

に、本市では平成19年度から大阪市成年後見支援センターを設置しており、このセンター

を平成30年度から地域連携ネットワークの中核機関として位置づけたところでございます。 

 このセンターの概要ですが、センターは、社会福祉法人大阪市社会福祉協議会に委託し

て実施しております。委託している事業内容については、記載のとおりとなっております。 

 なお、事業内容の最後に記載しております日常生活自立支援事業からの円滑な成年後見

制度への移行支援につきましては、日常生活自立支援事業と当センターの事業の両方を大

阪市社会福祉協議会において実施しておりますので、移行調整を一体的・包括的に進めて

いくことが可能になっていると考えます。 

 各事業の実施に当たっては、協議会との検討を踏まえ、弁護士会等の専門職団体の御協

力を得ながら行っております。 

 当センターの一番大きな役割として、市民後見人の養成と後見人等に対する支援がござ

います。本市の市民後見人は、無報酬でセンターや専門職の支援を受けながら単独で後見

活動を行っております。当センターでは、市内を南北に分けて、市民後見人の養成講座を

それぞれ年１回開催しており、今年度で第15期となります。資料に記載はございませんが、

直近の令和３年度の実績につきましては、研修を修了した方が39名、そのうち市民後見人

バンクに登録していただいた方が37名となっております。 

 当センターによる後見人等に対する支援としましては、専門相談ということで、市民後
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見人に対して様々なサポートを行うとともに、親族後見人に対しても相談会や横のつなが

りをつくるための交流会を開催して支援を行っております。 

 また、御本人を中心としたチームに対しては、チームからの要請に基づき、弁護士等の

専門職がチーム会議に出るので、助言等を提供する専門職派遣を行っております。 

 こちらが、チームに対する専門職派遣の流れでございます。こういう流れで派遣を行っ

ているところでございます。 

 続きまして、後見人等の受任調整の取組でございます。 

 大阪市では、平成30年度までは家庭裁判所から市民後見人の推薦依頼があった事案の受

任調整を行っておりましたが、ネットワークの協議会におきまして検討した結果を踏まえ

まして、平成31年度から市長申立て事案全件に対して成年後見人等候補者検討会議を開催

し、本人の抱えている課題や今後の支援方針、どのような後見人が最適かを検討し、候補

者名を添えて家庭裁判所に報告する取組を始めております。この会議の事務局を当センタ

ーと我々大阪市が合同で担っております。会議は毎週１回開催しており、１回当たり２時

間の枠で大体５～７件程度の検討をしております。 

 会議には毎回弁護士会、司法書士会、社会福祉士会から各お一人御出席していただきま

して、まず、成年後見人の受任が可能かどうかを検討し、無理な場合は、その課題に応じ

てどの専門職が受任することが適当かについて話し合っていただいております。専門職の

受任が適当となった場合は、その専門職の出席委員に当該案件をそれぞれの団体に持ち帰

っていただき、団体内での候補者の調整を進めていただくこととしております。裁判所に

後見人申立てを行う際に、この会議の検討結果を報告することで審判までの期間の短縮と

市民後見人の受任の促進が図られているのではないかと考えております。 

 どのような観点で候補者を検討しているのかについてですが、複雑な法律関係や紛争が

絡まず、身上監護が中心となる事案については、頻回に本人の元を訪問することでコミュ

ニケーションの状態を維持・向上させることを期待して、市民後見人の受任を中心に検討

しています。 

 検討事案の約４分の１を占めます虐待事案に関しては、虐待している養護者との対峙や

紛争の可能性があることから、弁護士による受任を中心に検討しています。 

 虐待事案に対する後見制度の活用については、後でもう一度説明いたします。 

 なお、専門職が受任した事案であっても、その事案の課題、例えば債務整理や相続手続、

不動産の処分等が一定解決した後であれば、市民後見人でも受任が可能となる場合があり

ます。そのような場合は、専門職後見人から市民後見人へのリレー、バトンタッチを積極

的に勧めております。市民後見人と専門職後見人とでは、それぞれに持っている強みが異

なりますので、候補者検討会議とリレーの取組を組み合わせることにより、それぞれの強

みを生かした効果的な後見活動が可能になっていると考えております。 

 この検討会議の設置に当たりましても、ネットワークの構築と同様に、本市における従

前からの取組、市長申立て事務の経験の蓄積、あるいは市民後見人に関する受任調整会議
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の枠組みがございましたので、比較的スムーズに形をつくることができたのではないかと

考えております。 

 下の図は、検討会議を含めた本市の市長申立て事務の全体の流れでございます。 

 本市の市長申立ての審判請求の状況についてですが、件数につきましては、表のとおり

でございます。近年、おおむね横ばいで推移しておりますが、令和２年につきましては、

資料に記載がございませんが、300件を超える見込みとなっております。 

 また、後見人等に対する報酬につきましては、本市では平成15年度から生活保護受給者

またはそれに準ずる方に対して助成を行っております。なお、制度の一層の利用促進を図

るために、令和２年度からは市長申立て以外の本人、親族による申立て事案に対しても報

酬助成の実施をしております。 

 続きまして、本日のテーマに関するところですけれども、包括的な権利擁護支援という

ことで、虐待防止における成年後見制度の活用について御説明いたします。 

 申し遅れましたが、私どもの部署では成年後見制度に関する業務のほか、高齢者・障害

者の虐待防止に関する区役所への後方支援業務を担当しております。後見制度と虐待対応

の両方の施策を担当している立場から、後見支援と虐待対応を一体的・包括的に実施する

ことの有効性などについて、少し述べさせていただきます。 

 資料に条文を引用しておりますが、高齢者と障害者の虐待防止法におきまして、被虐待

者を保護するために、施設等に分離を図るとともに、必要に応じて市長審判請求を行うこ

とが法に定められております。 

 なぜ虐待防止法におきまして、後見人申立て権限の適切な行使が要請されているのかを

考えますと、虐待、すなわち本人の権利侵害を解消するための後見制度の利用に係る申立

てを御本人や親族に委ねることは、虐待防止の鍵を本人や親族に委ねることに等しく、虐

待への対応としては適切ではございませんので、行政権限を適切に行使して、確実に後見

人申立てを行わなければならないということで、市長申立てが虐待対応における市町村の

責務になっていると考えております。 

 また、実際に虐待対応を進めていく中で、後見人が被虐待者の支援者として加わること

が、虐待の解消に向けて非常に有効であり、虐待対応と後見制度の活用は密接に関わるも

のと感じております。 

 虐待対応としては、本人の保護とかに必要であれば、虐待している養護者と本人を分離

することになりますが、本人を施設に保護して物理的に分離すればそれで済むというもの

ではありません。身柄の保護だけでなく、財産の保護やその後の本人の意思を尊重した適

切な身上保護を行っていくためには、適切にその役割を担う後見人が必要になります。そ

こで、虐待対応の方針を決定するコアメンバー会議等において、市長審判請求を行うとい

う方針を立て、申立て手続を進めていくこととしております。 

 特に、経済的な虐待については、本人が自分で金銭や財産の管理ができない場合に、養

護者が本人のためという名目で金銭管理を行っているのが、実際は養護者の困窮のために、
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本人の財産が養護者の生活費等に充てられているというパターンが多くございますので、

後見人を立てて、養護者が物理的に管理できないようにすることが非常に効果的な対応と

なります。 

 また、分離後の生活において基礎となります様々な契約行為や金銭管理につきまして、

判断能力が不十分な方の場合は御自分で行うことが難しいので、その場合には施設への措

置入所を継続せざるを得ないところでございます。しかし、後見人をつけることができれ

ば、御本人にとってより適切な施設等への契約入所あるいは帰宅生活への移行を検討する

など、分離後の生活を新たにつくっていくことが可能となります。 

 このように、虐待からの本人保護の手段として、成年後見制度は非常に有効なものであ

ると感じております。 

 虐待事案に後見人等として関わるということは、我々行政と一緒に虐待を受けた高齢者

や障害者の支援者の一人となり、必要に応じて養護者と対峙することを意味します。虐待

防止法は、養護者を罰するものではなく、結果として虐待を起こしてしまった養護者の支

援も目的としており、状況によっては生活保護や生活困窮者支援等につなげるなど、養護

者に対する支援も必要となりますが、その養護者が認知症や障害特性等に対して理解をし

ようとせず、かたくなに虐待する態度を改めようとしなかったり、あるいは本人を自宅に

連れ戻そうとするなどの場合は、養護者に対して毅然とした態度で対応することが求めら

れますので、虐待事案の後見活動は、通常の後見活動よりもよりハードなものになると考

えております。 

 そのため、本市では、さきに御説明した候補者検討会議において、虐待事案の候補者を

検討する際は、虐待対応を担当する区役所や地域包括支援センター等の職員にもできるだ

け会議に参加してもらい、虐待対応の状況を踏まえて候補者の検討を行うようにしていま

す。 

 先ほども申しましたように、基本的には法律上の権利義務に関する知識が豊富で、紛争

への対応が可能な弁護士の方に受任をお願いする方向で調整しております。特に、養護者

による連れ帰りのリスクや面会による本人の心身への悪影響が考えられる事案では、養護

者と面会させないようにすることが必要になりますので、施設入所を措置から契約に切り

替える際には、後見人には本人の意思と行政の対応方針を考慮して、施設管理者と連携し

て面会途絶等の対応を取っていただく必要があります。このように、虐待事案におきまし

ては、行政と後見人が連携を密にして対応を進めていくことが必要となります。 

 なお、虐待事案におきましては、本人の財産等の保護のために、ほかのメンバー単位等

で決定した対応方針に基づき、後見人申立てと併せて承認をして保全を行うようにしてお

ります。 

 最後に、本日のテーマから少し外れているかもしれませんが、実務を行う中で感じてい

る課題について、少し述べさせていただきます。 

 一つは、市長審判請求に当たり、精神鑑定が実施されることとなった場合、審判までの
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期間が長期化してしまうことがあります。特に、虐待事案におきましては、本人の生命、

身体、財産の保護のため、速やかに後見人等の選任が必要であり、審判期間の長期化は、

虐待により権利侵害されている状態が長期化するということを意味します。 

 実際の事例としまして、診断書や本人との面会で、我々としては明らかに後見相当と考

えられる方であっても、養護者とのトラブルが懸念される等の理由で精神鑑定が必要とな

ったため、審判までの期間が長期化し、その結果、入所を予定した施設が満床となってし

まい、入所できなかったというケースがございます。 

 また、先ほど少し触れましたが、本人の財産が散逸する可能性がある場合は、財産を守

るために保全処分の申立てを市長審判と併せて積極的に行っておりますが、家庭裁判所か

ら保全の必要性を示す詳細な記録等を提出するよう求められ、結果的に保全処分が却下さ

れた事案もございます。 

 司法と行政では役割が違うため、判断の違いはやむを得ないところではございますが、

特に虐待対応におきましてはスピードが求められますので、本人の権利侵害を防ぐことを

最優先に、司法と行政が足並みをそろえて連携協力することが必要と思います。このよう

な司法と行政の連携の課題につきましても御検討いただければと思います。 

 もう一点は、成年後見制度利用支援事業の全国で統一された取扱いでございます。現状

は、報酬助成の対象などに基準がございませんので、自治体ごとにばらばらの取扱いとな

っております。被後見人が自治体をまたいで提供されることもあると思いますので、全国

共通の制度としていただくよう要望させていただきます。 

 以上、駆け足になりましたが、大阪市の報告は以上でございます。御清聴ありがとうご

ざいました。 

○上山主査 松藤さん、どうもありがとうございました。 

 それでは、今回も５分ほど質疑の時間を取りたいと思います。Zoomの「手を挙げる」機

能で挙手をお願いいたします。 

 どなたからでもどうぞ。 

 住田委員、お願いします。 

○住田委員 御説明ありがとうございました。私から２点質問させていただきたいと思い

ます。 

 まず、市民後見人についてですが、令和２年度の実績について、受講生39名、バンク登

録者37名とのことでしたが、人口が274万人という人口規模に対して少し少ないように感じ

ますが、今後の養成の課題について教えていただけますでしょうか。 

 ２点目として、専門職も多く、受皿についてはそれほど課題となっていないのでしょう

か。例えば法人後見の実施や今後の法人後見についての取組の支援など、受皿について検

討課題などがあれば教えていただけますでしょうか。 

○松藤参考人 御意見ありがとうございます。 

 まず、後見人の養成につきましては、おっしゃるように、人口規模に関していうとあま
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り多くないのかなというところです。ただ、かなりの実績がございますので、延べでいく

と一概にそんなこともないのかなと思ったりしています。ただ、おっしゃるように、かな

り課題として認識しているところではございます。 

 もう一つの法人後見につきましても、課題としては一応認識しておりまして、これまで

も法人後見に関する相談会等も成年後見支援策で実施したりしてきたところでございます

ので、そこについてもどういう課題があるとか、まだちょっと精査できないところがござ

いますので、そこも踏まえまして、これから取り組んでいきたいと考えております。 

○上山主査 ありがとうございます。 

 ほかの委員の方、いかがでしょうか。 

 西川委員、お願いします。 

○西川委員 司法書士の西川です。ありがとうございます。 

 候補者検討会議は、市長申立てに限って実施しているということなのですけれども、市

長申立ては年間300件以上あるとのことでしたので、単純に計算すると毎週やっても毎回の

検討会議で６～７件を扱うという計算になるのかなと思ったのですが、実際のところ、検

討会議において１件当たりどのぐらいの時間をかけているのかということ。 

 それから、よくあるのは、検討が不足して差戻しといいますか、一度では決められなく

て、まあ、毎週やっていれば翌週ということなので、来月ではないので、まだいいのかな

とも思うのですけれども、検討が足りなくて、差し戻してもう一回調査し直すということ

もよくあるのか、それともあまりないのかということ。 

 それから、候補者検討会議の対象を市長申立て案件以外に広げるということは、毎週の

検討会議で検討の対象としている案件の件数を考慮すると、基本的にちょっと難しいのか

なとも思うのですが、その辺りのお考えを教えていただければと思います。 

○松藤参考人 御質問ありがとうございます。 

 まず、候補者検討会議に当たりまして、委員の皆さんには、前の週に事前に詳しい資料

等を送らせてもらって、見てもらった上で会議に来てもらうというのをやっておりますの

で、１件当たり５分、10分ぐらいで、最終的な判断とか細かい点の確認だけになりますの

で、それでできるかなと思います。大体15分ぐらいでやっております。 

 あと、差戻しに関しましても、基本的にはその場で判断しようということで取り組んで

もらっておりますので、そういう事例はほとんどないのかなと思っています。 

 ただ、専門職の方に検討してもらって、市民後見人がいいとなったときに、市民後見人

用の検討会議が別にございますので、もう一度そこにケース移管ということでまた動くこ

とはございます。 

 あと、市長申立て以外の事案について対象を広げていくことにつきましても、現状はな

かなかすぐには着手できないところではございますが、課題としては一応考えているとこ

ろでございます。 

 以上です。 
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○上山主査 ありがとうございました。 

 それでは、時間も押しておりますので、次に移りたいと思います。 

 松藤さん、どうもありがとうございました。 

 では、次の議題である「意見交換」に移ります。 

 本日の「権利擁護支援と包括的・重層的な支援体制」に関する有識者からの御報告や質

疑応答の全体を通じて、委員の皆様から御発言をいただきたいと思います。 

 時間の都合がございますので、お一人３分以内でお願いいたします。 

 画面に残りの持ち時間が分かるタイマーを設定しています。これを御確認いただきなが

ら御発言をお願いいたします。 

 では、まず、新井委員、お願いします。 

○新井委員 今日の３つの報告は、全て本人の権利擁護、身上保護を重視したシステムの

構築を目指しておりまして、これからの成年後見制度が進むべき道、つまり、財産管理だ

けではなくて、身上保護も重視するという考え方に基づいており、非常に高く評価できる

と思います。その上で、それぞれに質問させていただきます。 

 まず、岡山市の松岡さんについての質問です。 

 まず、複合課題解決に向けての課題と対応という考え方は、極めて適切で、評価したい

と思います。 

 その上で、全体として、家庭裁判所の役割があまり明確でないように思いました。もっ

と家庭裁判所を活用すべきではないかと考えましたけれども、この点についてお聞かせく

ださい。 

 それから、中土佐町の吉岡さん、有澤さんについての質問です。 

 まず、地域福祉と権利擁護をうまく連携させるために、成年後見制度の役割が重要では

ないかと思いますけれども、全体として、成年後見制度の役割は必ずしも明確ではなくて、

地域福祉と権利擁護の中にきちんと位置づける必要があると思うのです。もしそれが困難

であるとすれば、どういう点に問題があるのか教えていただければと思います。 

 それから、大阪市の松藤さんについては、権利擁護支援のネットワークの中に成年後見

制度をきちんと位置づける点は、非常に高く評価したいと思います。 

 そして、虐待防止のために、市長権限による成年後見の利用を考えているのは、非常に

画期的ではないかと思います。 

 その上で、成年後見制度利用促進法では、身上監護ではなくて、身上保護という言葉を

使っていますので、できれば身上保護という言葉にしていただければ大変ありがたいと思

います。 

 最後ですけれども、19ページだったでしょうか、保全処分の申立てがありましたけれど

も、これが裁判所ではうまく受理してくれないということについて、何が障害なのか、そ

れを克服するためにどんな方法があるのかということについて教えていただければ幸いで

す。 



28 

 

 よろしくお願いします。 

○上山主査 まず、岡山の松岡さん、お願いできますか。 

○松岡参考人 ありがとうございます。 

 全体として家裁の活用が見えなかったという御指摘なのですけれども、全体として総合

相談、重層的な相談体制ということでお話しさせていただいたのですが、家裁との連携に

関しては、成年後見センターがやっています。 

 流れ的には、相談支援包括化推進員という全体のどの分野もある程度つなぐ役目の人間

がいて、当然、成年後見は権利擁護だったら成年後見センターに相談にいく。そこから必

要があれば、家裁も成年後見制度につながっているので、そこで家裁に対して、活用と言

ったらあれなのですけれども、動いていただきたい部分があれば、成年後見センターを通

じて一緒に動くといったことも当然あり得るとは思っています。そういった形で連携して

いるといった状況でございます。 

○上山主査 ありがとうございます。 

 中土佐町、いかがでしょうか。 

○有澤参考人 ありがとうございます。 

 先生がおっしゃったのは、権利擁護と漠としていて、成年後見の位置づけがちょっと弱

いのではないかというところでしょうか。 

 うちは小さいこともあって、成年後見に関する相談はあまり多くないのです。首長申立

てに関しても、この５～６年の中で、本当に片手に数えるぐらいしかないというところが

あって、そこの影響もあるのかなというところが一つと、成年後見センターという形にし

てしまうと、先ほども申し上げたように、検討する中で、成年後見も利用ニーズがあるの

ではないか、本当は支援の中で成年後見がツールとして使えるのではないかという話で、

今、権利擁護支援センターとして置いていたり、もうちょっと広く捉えるからできている

ところがあるのかなとは思っているところです。 

 回答になっているかどうか分かりませんが、成年後見だと、それぞれの知識の中で、成

年後見は面倒くさいとか敷居が高いということは今もあるので、そういったことなく、い

ろいろと相談する中でツールとして使っていくことが今、できているのかなとは思ってい

ます。 

○新井委員 回答になっていました。 

 成年後見を使う人は現状では少ないのですけれども、本当に成年後見にふさわしいケー

スはきちんとピックアップして対応することが必要ではないかと思いました。今のお答え

は、多分そういう趣旨で答えていただいたと思いますので、よく分かりました。 

○有澤参考人 ありがとうございます。 

○上山主査 ありがとうございます。 

 最後に、大阪市、いかがでしょうか。 

○松藤参考人 大阪市の松藤です。 
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 身上保護と身上監護の言葉の使い方につきまして、御指摘いただきましてありがとうご

ざいます。そこはこれから気をつけていきたいと思っております。 

 御質問いただきました保全職務の取扱いのところでの行政と司法の判断の違いなのです

けれども、ここの事情としましては、裁判所からはかっちりした証拠というか、ちゃんと

事実が確認できるものを求められるのですが、我々虐待対応をしている行政の立場としま

しては、虐待のおそれがあるということで対応しなければいけないということで、そこと

の切迫感というか、そこら辺に若干温度差があったりするのかなというところというか、

裁判所のおっしゃることはよく分かるのですけれども、我々としてもそういうおそれがあ

るというところで動いていることも理解してほしいなというところでの御意見です。 

○新井委員 そうですね。 

 それは大阪市だけの問題ではないので、審判での保全処分は緊急性がある場合に使うわ

けで、もっと全国的なレベルで議論を深めて、もっと活用するようにしていったほうがい

いのではないかと思います。 

○松藤参考人 ありがとうございます。その趣旨でございます。 

○上山主査 ありがとうございました。 

 では、櫻田委員、御発言をお願いいたします。 

○櫻田委員 先に西川委員と星野委員が手を挙げていらっしゃいましたが、よろしかった

ですか。 

○上山主査 先に櫻田委員に御発言いただいて結構です。 

○櫻田委員 ありがとうございます。 

 今回、御報告いただいた皆様、本当にありがとうございました。私は、障害を持ってい

る当事者なので、自分の住んでいる地域にこのようなところがあるといいなと思いながら

聞かせていただいておりました。このような取組が全国的に広がっていけば、利用促進に

もつながっていくのではないかと思って聞いておりました。 

 聞いていて思ったことが、最終的なというか、これは専門職の方に忘れないでいてほし

いというところをお伝えさせていただけたらと思うのですけれども、権利擁護と結構言う

のですが、権利擁護は本当は誰のためのものなのだろうというのを今後、支えていただけ

る方には忘れないでいてほしいと思う部分があります。 

 権利擁護を進めていくためにも、まずは私たち制度を利用している者や利用したい者と

かが、自分のことを専門職の方とかに話す場所とか相談できる場所のハードルがもっと下

がっていくといいかなと思ったところと、自分が成年後見を使うのに、どういう方に支え

ていってほしいかというところも一緒に考えていただけるような環境が今後もさらに増え

ていくといいなというところで、ちょっと感想めいたことにはなるのですけれども、お話

しさせていただきたくて、挙手させていただきました。 

 以上になります。 

○上山主査 どうもありがとうございました。 
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 まだ御発言のない方を優先的に当てていきますので、水島委員、永田委員の順に御発言

をお願いできればと思います。 

 お願いします。 

○水島委員 ありがとうございます。 

 本日は、本当に様々な創意工夫があって、私自身も大変勉強になりました。ありがとう

ございます。先ほど櫻田委員がおっしゃった権利擁護支援は誰のためのものかということ

についても、そもそも本人のものであって、他者がそれを利用するといったことになって

はいけないとまず感じました。 

 改めて権利擁護支援について考えてみますと、本人が本人らしい生活を送るために、本

人自身が持つ権利を守っていくといった活動、支援だということで、いわゆる声の上げに

くい、あるいはその声が取り上げてもらいにくい本人について、その本人と一緒に声を届

け、実現を図っていくということでもあると思いますし、本人の権利を本人自身が行使す

ることがどうしても難しい場合には、本人の権利を守るために、第三者として、あるいは

関係者として本人の意思あるいは選好、価値観等を踏まえた対応を行っていくといったこ

とが恐らく含まれるのだろうと思っております。 

 そういった意味で、今回、成年後見だけのお話だけではなく、かなり幅広い権利擁護支

援の在り方についてのお話がございました。例えば、生活困窮者支援、虐待対応支援、あ

るいは自殺予防活動も関わるかもしれませんし、認知症の人、高齢の人、障害のある人、

ジェンダー、子供、ひきこもりの人の相談支援等、こういった様々な取組が権利擁護支援

の範疇には入っていくのだろうと思います。この点、意思決定支援も権利擁護支援の一つ

の形であるとするならば、意思決定支援は、あらゆる権利擁護支援に関わる支援者にとっ

て重要なコンセプトであり、成年後見人のみならずすべての支援者が共有すべきものだと

思われます。 

 そこで、検討が必要なこととしては、例えば今後、重層的な支援を展開していくために

は、意思決定支援、権利擁護支援に関わる全ての支援者の方において、これらの概念等に

ついての共通認識、共通理解を得るための機会、場づくりが必要だろうと思いますし、多

くの関係機関が関与することが想定されるわけですから、相互の連絡調整、情報共有のた

めの工夫、あるいはコンフリクトが生じた場合の適切な対応が必要なのだろうと思われま

す。したがって、今回ご紹介された、岡山市の「つなぐシート」や複合課題解決アドバイ

ザーといった仕組み等も含めて、きちんと整備していくことが必要なのだろうと思います

し、単独の市町村だけでそれが準備できるものでないとするならば、それにきちんと対応

できるように都道府県あるいは国による、手厚い支援が必要となってくるのだろうと思い

ました。こちらは意見ということでお願いいたします。 

○上山主査 ありがとうございます。 

 では、永田委員、お願いいたします。 

○永田委員 まず、御報告ありがとうございました。 
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 今日の御報告を伺って、感想と提言を２点申し上げたいと思います。 

 １点目ですけれども、中土佐町、岡山市のお話をお聞きして、包括的な支援体制につい

ては、個人的にたくさんの学びがありました。今日は、その中で１点だけ申し上げておき

たいと思います。 

 まず、権利擁護支援があらゆる相談支援の基盤として機能していくことが非常に重要だ

ということが改めて確認できたと思います。これは中間検証報告書や今日の資料にもあっ

た通知でも述べられていたことかと思いますが、包括的な支援体制と権利擁護支援を一体

的に進めることが重要だということです。 

 そこで、具体的な進め方として、重層的支援体制整備事業が４月から始まって、その中

では高齢、障害、子供、困窮の相談及び地域づくりの予算を交付金化して市町村に渡すこ

とが可能になりました。権利擁護支援も一体的に進めていくということであれば、この重

層的支援体制整備事業の交付金の中に成年後見制度の利用促進に関するものも含めていく

ことをぜひ検討していただきたいと思います。交付金になれば、一つの財布に入って市町

村に下りてくるわけですので、市町村もおのずと権利擁護支援をほかの相談支援と一体的

に考えることが可能になるのではないかと思っています。実際に、権利擁護を含む地域支

援事業もこの交付金に含まれておりますので、ぜひこれを御検討いただければと思います。 

 ２点目ですが、今日の御発表の中で、皆さんタイトルに権利擁護支援という言葉をつけ

ていらっしゃったかと思います。改めて櫻田委員、水島委員もおっしゃっていましたが、

この言葉をどんな意味で使われているかというのは、もしかすると委員の皆様の中でも異

なっているかもしれません。しかし、少なくともその人らしく暮らしていくために、自分

で自分の権利を主張することが難しい方、もしくはその伝え方が弱い方といった方々の意

思決定の支援、権利の実現、もしくはそれが侵害されているのであれば、その救済をする

ことが、狭義の意味での権利擁護ということだろうと思っています。 

 それを踏まえて、今日の大阪市の御報告にあったように、虐待防止ネットワークを拡大

して協議会をつくる取組は大変参考になるのではないかと思いました。つまり、虐待防止、

消費者被害の防止といったことも含められると思いますけれども、権利を救済する側面で

成年後見制度を利用することが非常に重要であること、また、この場合、御報告にあった

とおり、行政の責任で権利の救済をしていくという点が重要であることといったことが今

日の御報告の中で分かりましたので、虐待対応の所管や地域包括支援センター、それから

基幹相談支援センターといった所管の部局や、そういった皆様との連携をこの権利擁護の

地域支援ネットワークの中で一体的に進めていくことが重要だということを大阪市の事例

で教えていただきました。 

 両方を通じて、今後、掛け声だけではなくて、具体的に一体的な実施をどう進めるのか、

国、都道府県、市町村で仕掛けやツールのようなものをご検討いただき、また、この会議

の中で議論していければいいなと思いました。どうもありがとうございました。 

○上山主査 ありがとうございます。 
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 では、お手が挙がった順番で、西川委員、星野委員、野澤委員の順番でお願いいたしま

す。 

○西川委員 私からは、意見といいますか、感想なのかもしれませんけれども、２点お話

しさせていただきます。 

 １点目は、中土佐町の御報告なのですけれども、大きな町であればともかく、小さな町

は、相談窓口がそんなにたくさんあるわけではないので、私も経験上、結局、目の前にあ

る窓口に相談すれば何とかなるという感覚を持っていたところもありました。御報告を聞

くと、小さな町であっても個別の課題の複雑化なのか、あるいは隙間の課題がたくさんあ

るということなのか、いずれにせよこういった包括的な相談支援体制をつくる必要性があ

るのだなと感じました。ですから、小さい町だから必要ないということは、決してないの

だなということを今日学ばせていただきましたという点が１点です。 

 ２点目なのですけれども、中土佐町、それから岡山市の報告もそうなのですが、事前に

資料を見せていただいた段階では、成年後見との関係でいうと、成年後見につなぐまでと

いいますか、取っかかりの部分の連携イメージで読んでいたのですが、岡山市の報告を聞

きますと、成年後見につないだ後もこの仕組みでさらに支援していくことが想定されてい

るのかなというふうにお聞きしました。ということは、後見人の支援の体制としても、こ

ういう取組が強く求められているのではないかなと感じました。専門職の後見人も、後見

開始後、往々にして孤立化してしまうことがありますので、それが必要なのかなというこ

とです。 

 そういった観点から見たときに、最初に新井先生から御指摘があったとおり、家庭裁判

所の位置づけもどこかに明確にされるとイメージしやすくなるのかなと説明をお聞きして

いて思いました。 

 以上です。 

○上山主査 ありがとうございます。 

 では、星野委員、お願いします。 

○星野委員 今日は本当にありがとうございました。 

 重層的支援体制は、既存のネットワークと権利擁護支援のネットワークがどのようにつ

ながっていくのかというところで、本当に非常に多くのことを学ばせていただきました。 

 特に、大阪市様がおっしゃっていましたが、虐待の取組は、後見人として虐待案件を受

任することが少なからずある中で、養護者支援の関係からも後見人が家族の支援も抱え込

んでしまうという実態がまだまだあるというところでは、この仕組みづくりの取組が非常

に重要かなと思ってお伺いしました。 

 それから、権利擁護支援の捉え方は様々ではないかという意見もあった中で、成年後見

制度をその中の一つのツールとして活用していく中では、専門職団体としては、重層的な

支援体制を言葉だけではなくて、目的、趣旨をきちんと理解して、その地域の仕組みづく

りの中に専門職としてどれだけ参画していけるかということがこれからますます求められ
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るのかなと改めて感じました。 

 そして、櫻田委員も水島委員もおっしゃっていましたが、ネットワークが重層化すれば

するほど関わる専門職とか機関が増えていくので、どうしても当事者の方の視点が薄れて

しまうということが起こらないかなという気づきの中で、皆様いろいろな取組を工夫して

いることも今日教えていただきましたが、様々なツール、例えば岡山市のシートなどは大

きなツールだと思うのですが、私たちは、それは一体誰のために、誰目線で書かれてつく

られたものかということを忘れてはならないということを改めて感じました。 

 こういったことについて、専門職として、社会福祉士会としても、もう少し広い視野を

持って、地域の中の権利擁護支援に取り組んでいく必要性を改めて教えていただきました。

今日はありがとうございました。 

 以上です。 

○上山主査 ありがとうございます。 

 では、野澤委員、お願いします。 

○野澤委員 ありがとうございます。 

 我々は成年後見をどうやって利用促進するかということをずっと議論しているわけです

けれども、今日お話を聞いていて改めて思ったのは、むしろ地域共生をどのようにつくっ

ていくかということを重視して、その中で生きにくい人をどうやって救えるのか、支えて

いけるのかということを考えたときに、有力なツールとして成年後見があるという考え方

をしたほうが何かしっくりくるような気がするのです。 

 というのは、コロナもあり、私の地元でも複合的な困窮ケースが加速度的に増えていっ

ているような実感があります。特に、グレーゾーン、福祉が手を出すのか、出さないかの

ぎりぎりぐらいのところがものすごく増えてきていて、これまでのような福祉のプロによ

る支援あるいは縦割りの行政ではとても太刀打ちできない事態になってきていると思うの

です。 

 市民が市民を支えていく伴走支援や参加支援、居場所とか、地域共生に係るいろいろな

ワーディングがありますけれども、こういうものを充実させていく中で、市民が自分たち

の課題として支えていくようなものをつくっていく。その中で、成年後見でないとできな

いものはあるはずで、成年後見をつけたからそれで終わりではなくて、成年後見をつけた

後も市民による伴走の対象として、後見人も被後見人も支えていくというふうに考えてい

くと、何かすっきりするような気がします。 

 重層的支援について、今日、当局からの御説明の中でもいろいろとありましたけれども、

新事業の４分の３が国庫補助なのです。地方自治体にとっては非常に有力な財政的なバッ

クアップを受けられるわけで、これがどのように活用できるのかということを具体的に検

討していく価値は非常に大きいと思っています。 

 この春から始まっているのですけれども、今、私自身は、これを使って具体化している

例はあまり知らないのです。もっとどこでどのようにやられているのか、来年度に向けて
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どのようにこれを活用していくのかというアイデアを出し合って、その中で成年後見を利

用しやすいように、安心して使えるように、どうすれば担い手を増やしていけるかという

ことを考えていったらどうだろうかと思いました。 

 以上です。 

○上山主査 ありがとうございます。 

 では、当事者サイドのほうからも御意見をいただきたいと思いますので、久保委員、花

俣委員の順に御発言をお願いできればと思います。よろしくお願いします。 

○久保委員 ありがとうございます。全国手をつなぐ育成会連合会の久保でございます。 

 ３件の発表をどうもありがとうございました。私は、知的障害の親としては、とてもい

いなと思って聞いていました。 

 特に、知的障害の人は、自分のことを自分できちんと伝えられないというのがあります。

今、成年後見制度を利用するというのは、知的障害のほうは割と年がいってから利用する

人が多いわけです。親がいる間は、私が何とかという親が大分多いわけですから、そうな

ると、御本人もある程度年を重ねておられますし、親御さんも年を重ねられて判断が少し

鈍くなるという状態の方も私の周りではたくさん見かけるのです。90幾つのおじいさんが、

うちはまだ早いと言うような親もいるぐらいですので、そういう意味では、知的障害のあ

る御本人が相談できるのはどういうところかなと思うと、本当に敷居の低いところでない

と、行政に相談にいくのはなかなか難しいのではないかなと思っています。 

 それと、知的障害者の場合は、本人のための成年後見であっても、伝えられないために、

今申し上げたように、一次的な相談の場所が重要であることと、一次的な相談のところと

次の専門的なところとの連携をしっかりと取っていただくことが大事かなと思います。 

 その次に、本人の気持ちとか家族の気持ちを十分に組み入れていただきながら支援を継

続していただきたいと思うのです。成年後見を使っても課題解決にはなっていない部分が

結構ありますので、そこに寄り添っていただきたいという思いがあります。 

 そして、そういう仕組みが全国どこに行っても同じように使えるようにならないと、お

引っ越しすると、ここはどうすればいいのというので本人も分からない、家族も分からな

いとうろうろしてしまうというのがありますので、何となく同じような仕組みで、全国ど

こに行っても、敷居の低いところで相談して、つないでいただけるとありがたいと思って

います。 

 それから「つなぐシート」がいいなと思いましたのは、育成会では母子手帳の続きを書

くノートを各都道府県で工夫して作っているのが多くあります。最近そのノートを作って

いるところは、成年後見を利用することとか親亡き後のことまで書けるようにという工夫

をして作っているノートもあります。それがだんだん主流になっていきつつあるのです。

そういうものも活用していただけたらいいのかなと。こういうのを書いていただいたら助

かるというものもお出しいただいたらいいのかなと思っています。 

 以上です。ありがとうございます。 
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○上山主査 ありがとうございます。 

 では、花俣委員、お願いします。 

○花俣委員 ありがとうございます。 

 ３件のそれぞれの発表から、大変着実な取組が進められていることが理解できました。

行政の役割であったり体制、支援する側である行政サイドあるいは関係者たちの連携が今、

非常に重要になってきているということも十分承知しております。認知症の人をはじめと

して、暮らしづらさを抱えている人たちは大変多くなっていますので、この重層的支援体

制整備事業がこれから大変大切になってくるのだなと思っています。 

 そういう意味で、先ほどの永田委員からの交付金に関わる提言については、重層的支援

体制整備事業の中のツールの一つとしての成年後見制度の利用促進という中核機関が持っ

ている機能と重層的支援体制整備は、確かにかなり重複するところがありますので、こう

いう交付金体制の提言に対しては、私も御一考いただければと感じました。 

 それから、櫻田委員、水島委員からの御意見にもありましたように、誰のための権利擁

護なのかということは、ひとつきちんと押さえていただきたいということ。 

 それから、岡山市の発表の中にありました、松岡氏もおっしゃっていましたように、こ

ういうときに顔の見える関係づくりはすごく大事だなと。今はコロナでいろいろなところ

でそういうとこは制約を受けているのですけれども、重層的支援体制整備事業を行うとし

たら、厚労省のガイドラインに沿うだけではなく、各分野あるいは市町村での高齢者支援、

障害者支援、その他関係機関等々の実情が把握できて、各分野で今抱えている課題や困難

さは何かというところから始まっていくのが第一歩かなと常々思っています。どれが重層

化できるのかといった議論をするためにも、各分野の関係者が出会って、情報交換できる

場をつくっていくことがまず大事かなと思っています。その上で、こういった事業がさら

に広がっていけばいいなと思っています。 

 もう一点。こういう相談支援体制ができたとしても、特に認知症の本人や御家族は、課

題を抱えている人ほど孤立しやすいという側面があります。前回も申し上げましたけれど

も、そういった方をどうやって掘り起こしていくのかということもまた一つ大きな課題が

あるかなと思っています。 

 以上になります。 

○上山主査 どうもありがとうございました。 

 今回、音声トラブルもありまして、少し時間が押しましたので、今日は少しだけ時間を

延長させていただきまして、青木委員の発言の後、まだ御意見を伺っておりません中村委

員と住田委員にも次いで御発言をいただければと思います。 

 では、青木委員、お願いいたします。 

○青木委員 ありがとうございます。 

 先ほど永田先生からもありましたように、今日の御報告を３つとも聞きまして、地域で

は権利擁護の支援を中心に推進していくことが、地域の課題や住民のニーズにも合致して
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いるということが本当によく分かる御報告だったと思います。そういう意味では、利用促

進は、権利擁護の制度や相談を促進していくところをまず確実に進めるべきだということ

を一層実感しました。 

 そういう中で、小さな自治体である中土佐町では、第一次相談機関での関係は非常に関

心がありますが、そこが小さいだけに、スーパーバイズとか専門職の支援によってそうい

った全体的な取組が進むということがよく分かる御報告だったのではないかと思っていま

す。 

 岡山では、第一次相談機関がそれぞれ縦割りになる話をどのようにして克服するかとい

う形で様々な仕組みを制度として取り込むことによって、横串を挿していく取組が今進み

つつあるということを非常に強く感じまして、土地が広くて、70万、80万という規模の中

では重要な取組の一つだと感じました。 

 そして、３つ目の大阪市ですけれども、私も大阪市だから申し上げることもありますが、

今日、御報告のなかった中に、相談機関一つ一つが24区にたくさんあるわけですけれども、

そこが本当に権利擁護相談を受けて、きちんとつないでいるかということのために、受理

簿をつくりました。これは岡山の「つなぐシート」とも似たような発想ですが、受理簿を

年間1,000件近く点検するという取組は、大きな自治体においては、スーパーバイズに加え

て非常に重要な役割を担うのではないかと思っています。 

 それから、これも言及がありませんでしたけれども、大阪市については、７割ぐらいの

御本人が支援会にしっかりと入る中で、御本人の意思決定をしながら相談を開始している

ところも大きな特徴ではないかと思いました。 

 最後に、大阪市に限りませんけれども、今日、言及がありませんでしたが、虐待対応だ

けではなくて、認知症の早期発見チームが医療・福祉間でできていたり、地域福祉の観点

から、認知症のサポーター制度が展開されていますが、そういったところと権利擁護なり

成年後見の取組の連携が非常に重要な関わりではないかと思っていまして、重層的な相談

の中に、これまでにある様々な取組、それから協議会が有機的に、屋上屋にならないよう

に連携していくことが非常に重要ではないかと感じました。 

 今日はありがとうございました。 

○上山主査 ありがとうございます。 

 では、中村委員、発言をお願いいたします。 

○中村委員 今日はどうもありがとうございました。 

 大体先生方のほうでお話しされているので、こちらとしては、具体的に各市町村支援と

いう視点も含めてお話しさせていただきます。市町村支援を進めるときに、成年後見制度

だけの話で進めると、どうしても相談が少ないとか、件数があまり多くないということで、

うちは現体制で何とかなっているのですということがかなり多いときがあるのでと言われ

てしまうことが多々あります。今日のお話を聞いていますと、永田先生のおっしゃってい

たとおり、これが地域共生社会という地域づくり、一人一人が安心して住み続けることが
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できるという視点で見た時に、地域のさまざまな課題の中には、権利擁護に関わる部分が

見つかったり、気づいたりします。そういう見方をしっかりとできるというのは、仕組み

的に大変有効だと思います。特に、大阪市の方も言っておりましたが、人と組織で動くの

だけれども、そういう仕組みづくりをしているというのが、ポイントだと勉強させていた

だきました。 

 中土佐町では、大きな町、小さな町関係なく、仕組みとしてちゃんと支援できる体制を

つくることが大切というお話を聞き、私ども都道府県社協としても、どういうサポートを

していくのかというのをもう少し地元や関係機関等と一緒になって考えなければならない

と思いました。 

 今回は、様々な取組みについて、大変勉強させていただきました。どうもありがとうご

ざいました。 

○上山主査 ありがとうございます。 

 では、住田委員、お願いいたします。 

○住田委員 今日は、お三方の御意見を聞いて、また、委員の皆様の御意見を聞きながら、

重層的な支援体制を推進すると共に、支援者が増えるということで、御本人の思いや声が

薄れてしまわないように、支援者が常に誰のための支援なのかということを振り返る、立

ち返ることの重要性を改めて感じました。 

 そのために意思決定支援を中心と支援の共通のキーワードして仕組みを構築していくこ

とが重要であり、また、地域の中でそのような仕組みの構築ができるように、それぞれの

地域での体制づくりに本日の意見等を反映しながら進めていただけたらと思いました。あ

りがとうございました。 

○上山主査 どうもありがとうございます。 

 それでは、時間も過ぎておりますので、意見交換の時間はここまでとさせていただきた

いと思います。 

 今日の全体の議論を伺っていて、今後の議論に向けた重要な方向性が出てきたのかなと

受け止めました。複数の委員の方から御発言いただきましたけれども、まず、地域共生社

会をつくるという大きなゴールというか、見取り図があって、その中に成年後見制度とい

うツールをどのように埋め込んでいくのかということが非常に大きな課題になっているの

だろうと。逆に言えば、成年後見制度が権利擁護や地域共生社会の確立の中で、どういう

役割を具体的に果たすことができるのかというのを改めて確認していく必要性があるのだ

ろうと感じました。 

 その中で、今日の御報告の多機関協働という枠組みの中で、今のところ行政と社協の姿

がかなり前面に出てきているわけですけれども、その一方で、複数の委員の方から御指摘

があったように、裁判所の位置づけが、まだ必ずしも明確になっていないところもありま

すので、そこも一つ大きな課題なのだろうと思いました。 

 それから、全国どこに行っても同じような支援を受けることができるという意味では、
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市民後見人の参画の在り方や市民後見人の養成の在り方等についても、今は各地の養成カ

リキュラムを含めてどういう状況なのかということを再確認した上で、改めて全国的にあ

るべき姿を議論していく必要性があるのかなと感じました。 

 最後になりますけれども、今回の議論の中で、中核的な概念である権利擁護という言葉

の意味するところが、完全な形で関係者間に共有されているかというと、少し怪しい部分

がなくはないのかなと。特に、法律家からすると、ある程度明確な定義みたいなものがな

いと議論しづらいというところもありますし、ここも福祉、司法、行政それぞれが今、何

となくふわっと抱いている権利擁護あるいは権利擁護支援という概念をもう少し具体的に

彫琢していく必要性があるかなと思いました。 

 いずれにせよ、本日の議論は、大変に実りの大きい議論であったかというふうに受け止

めました。どうもありがとうございました。 

 それでは、本日の議事はここまでといたします。 

 事務局から今後の予定などについての御連絡をお願いいたします。 

○成年後見制度利用促進室長 事務局です。 

 第５回の地域連携ネットワークワーキング・グループは「新たな支え合いの検討」をテ

ーマとしまして、５月12日の午後２時から開催を予定しております。 

 また、本日の議事録については、速記が起きてきた後に、委員の皆様それぞれに確認を

いただいた上で、ホームページに掲載いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 本日は、議論をどうもありがとうございました。 

○上山主査 それでは、本日の議論は、以上とさせていただきます。御多忙の中、どうも

ありがとうございました。 


